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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
領
土
に
居
住
し
て
い
る
ロ
シ
ア
系
住
民
へ
の
ビ
ザ
発
給
等
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫

内
閣
の
見
解
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

ロ
シ
ア
連
邦
外
務
省
は
、
御
指
摘
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
内
閣
衆
質
一
七
三
第
八
二
号
）
に
お
け

る
御
指
摘
の
記
述
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
側
と
し
て
は
「
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」
旨
の
本
年
十
一
月
二
十
四
日
付
け
の
声
明
を

発
出
し
た
。
な
お
、
ロ
シ
ア
連
邦
外
務
省
が
「
我
が
国
に
対
し
て
文
書
に
よ
る
対
応
を
要
求
し
た
」
と
の
事
実
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

外
交
上
の
個
別
の
や
り
取
り
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
関
係
も
あ
り
、
差
し
控
え
た

い
。

四
に
つ
い
て

ロ
シ
ア
連
邦
政
府
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
内
閣
衆
質
一
七
三
第
八
二
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し

一



た
と
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
本
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
東
京
で
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
た
サ
ハ
リ
ン
州
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
（
以
下
「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
ロ
シ
ア
側
は
、
同
月
十
日
、
北
方
四
島
と
の
経
済

交
流
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
等
を
理
由
と
し
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
延
期
を
発
表
し
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
延
期
が
発
表
さ
れ
る
前
の
段
階
で
、
サ
ハ
リ
ン
州
行
政
府
の
責
任
者
と
の
間

で
、
北
方
四
島
住
民
が
査
証
申
請
を
行
わ
な
い
こ
と
に
つ
き
認
識
を
共
有
し
て
お
り
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る

と
の
目
的
で
、
日
本
側
が
北
方
四
島
住
民
か
ら
査
証
申
請
を
受
け
た
事
実
は
な
い
。

六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

外
交
上
の
個
別
の
や
り
取
り
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
関
係
も
あ
り
、
差
し
控
え
た

い
。

二


